
1 

 

別記様式１ 

年度モニタリング 

（平成 29年度） 

 

施設名称 南部よもぎの園 

施設概要 

所在地：〒285－0806 千葉県佐倉市大篠塚１５８７番地 

施設構造：鉄骨鉄筋コンクリート造、地上２階建（南部よもぎの園部分は平屋） 

敷地面積：約 8,372.41㎡（南部保健センター全体） 

延床面積：352.32㎡（南部よもぎの園部分） 

建築年月：平成 13年４月 

施設内容：玄関、事務室、食堂、作業室、保健室、湯沸し室、更衣室 

     多目的トイレ、男女トイレ 

施設の 

設置目的 

佐倉市南部よもぎの園は、心身障害者に対し指導及び訓練を行うことにより、心身障害

者の社会的自立を助長し、もって福祉の増進を図る事を目的にしています。 

指定管理者 社会福祉法人 千手会 

指定期間 平成 28年 4月 1日～平成 34年 3月 31日 

委託料 なし 

市所管課 福祉部 障害福祉課 

第三者 南部よもぎの園 家族会 
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①業務点検 

 

評 価 説 明 

Ｓ（優良） 適格に実施され、特に優れた成果が認められる。 

Ａ（適格） 適格に実施されている。 

Ｂ（概ね適格） 適格に実施されているが、改善の余地がある。 

Ｃ（要改善） 適格に実施されておらず、ただちに改善する必要がある。 

－（該当なし） 該当する事例がない。または、評価することができない。 

 

区 分 評価項目 
評価欄 

指 市 

Ⅰ 業務に関する基準 

１ 基本事項 

開所時間 開所時間が厳守され、速やかに業務が開始されているか。 Ａ Ａ 

管理範囲 管理範囲が厳守され、利用者を妨げることはないか。 Ａ Ａ 

利用制限 正当な理由なく利用者の利用を制限していないか。 Ａ Ａ 

適正利用 利用・減免等の手続は規定にのっとって正規に行われているか。 Ａ Ａ 

利用料金 利用料金の減免の基準、範囲・件数は適正か。 Ａ Ａ 

法令遵守 関連規定を理解し、法令遵守が確保されているか。 Ａ Ａ 

２ 維持管理業務に関する基準 

清 掃 

屋内・屋外ともに美観が維持されているか。 Ａ Ａ 

清掃は利用者の妨げにならない時間帯に行っているか。 Ａ Ａ 

定期清掃は規定の回数・基準を達成しているか。 Ａ Ａ 

廃棄物処

理 

適正な方法（分別等）と頻度により廃棄されているか。 Ａ Ａ 

廃棄物の減量に努めているか。 Ａ Ａ 

環境衛生 
必要な検査等は規定の回数・基準を達成しているか。 Ａ Ａ 

快適に利用できる環境となっているか。 Ａ Ａ 

公共料金 

支払 
公共料金は滞りなく支払われているか。 Ａ Ａ 

景観維持 屋外の景観が維持されているか。 Ａ Ａ 

備品管理 
備品管理台帳が整備され、適切に記録されているか。 Ａ Ａ 

利用に支障をきたす状態のまま放置されていないか。 Ａ Ａ 

修 繕 

適切に修繕を行うとともに、市への報告を行っているか。 Ａ Ａ 

利用に支障をきたす状態のまま放置されていないか。 Ａ Ａ 

消耗品の補充・管理は適正に行われているか。 Ａ Ａ 

警 備 
入退者管理、施錠管理、巡視等は適切に行われているか。 Ａ Ａ 

夜間・休所（館）日警備に支障はないか。 Ａ Ａ 

保守点検 法定点検その他定期点検を遅延なく確実に実施しているか。 Ａ Ａ 
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点検によって発見された不具合の報告を適切に行っているか。 Ａ Ａ 

安全点検 
施設内・施設外に危険箇所はないか。 Ａ Ａ 

避難経路や消防設備の付近に障害物はないか。 Ａ Ａ 

駐車場 
設備の損傷や危険物、違法駐車はないか。 Ａ Ａ 

事故・盗難等の発生について市への報告を怠っていないか。 Ａ Ａ 

３ 施設運営業務に関する基準 

利用手続 使用許可や利用料金徴収の手続きは適正に行われ、迅速かつ円滑か。 Ａ Ａ 

利用料金 

徴収 

出納簿等は整備されているか。 Ａ Ａ 

現金は必要最小限とし、盗難・紛失等のないよう管理されているか。 Ａ Ａ 

利用料金の額、支払方法、減免基準等について、周知は十分か。 Ａ Ａ 

物品販売

等許可 

物品販売、寄付の募集、広告物の掲示・配布等の許可が適切に行われ、

利用者の妨げとなっていないか。 
Ａ Ａ 

記録業務 
日報や各種記録（文書・画像・音声・映像等）を行い、整理している

か。 
Ａ Ａ 

広報活動 

利用者への掲示物・案内等はわかりやすく用意されているか。 Ａ Ａ 

各種広報活動により利用者への周知が図られているか。 Ａ Ａ 

パンフレット・チラシ等の在庫切れはないか。 Ａ Ａ 

Webサイトは利用しやすく、適宜更新されているか。 Ｂ Ａ 

意見等 

受付 

意見・要望・苦情等の受付手段及び機会は適切か。 Ａ Ａ 

受け付けた意見・要望・苦情等を記録し、改善に努めているか。 Ａ Ａ 

相談業務 
相談内容及び個人情報の保護は徹底されているか。 Ａ Ａ 

相談事業の利用方法について周知は十分か。 Ａ Ａ 

企画事業 

事前に計画書を文書で市に提出し、承諾を得た上で実施し、実施後適

切に報告を行っているか。 
Ａ Ａ 

企画事業の内容、実施回数、参加費の額は適切か。 Ａ Ａ 

留意事項 
拾得物台帳を作成し、拾得物を所轄の警察署に届けているか。 Ａ Ａ 

管理運営の実施等に関する市の調査に協力しているか。 Ａ Ａ 

４ 経理事項に関する基準 

財務処理 財務事務処理規程が定められ、遵守されているか。 Ａ Ａ 

区分会計 区分会計により独立した帳簿及び預金口座で管理しているか。 Ａ Ａ 

帳簿管理 帳簿書類等は適切に保存されているか。 Ａ Ａ 

５ 独自事業に関する基準 

事業計画 独自事業の実施にあたり、事前に計画書を市へ提出しているか。 Ａ Ａ 

６ 目的外業務に関する基準 

行政財産 

使用許可 

目的外業務（公衆電話設置等）の実施にあたり、行政財産使用許可申

請を行っているか。 
－ － 

目的外業務の実施による利用者への妨げはないか。 － － 

Ⅱ 運営体制・組織に関する基準 
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１ 基本事項 

労務責任 

業務従事者の労務に関し法令が遵守され、責任ある体制となっている

か。 
Ａ Ａ 

業務従事者から労務に関する苦情等は出ていないか。 Ａ Ａ 

労働時間の管理は適切になされているか。 Ａ Ａ 

資格・免許 必要資格及び免許等が取得されているか。 Ａ Ａ 

許認可等 必要な許認可及び届出等が行われているか。 Ａ Ａ 

２ 実施体制に関する基準 

人員配置 業務主任担当者及びスタッフの人員配置は適切か。 Ａ Ａ 

研修等 必要な訓練・教育・研修等が計画的に実施されているか。 Ａ Ａ 

連絡体制 指定管理者の団体本部との連絡体制は整備されているか。 Ａ Ａ 

接 遇 

職員（スタッフ）は名札及び清潔な服装を着用しているか。 Ａ Ａ 

職員（スタッフ）のあいさつが徹底され、親切・丁寧な対応がなされ

ているか。 
Ａ Ａ 

３ 一部業務委託（再委託）に関する基準 

委託範囲 再委託の範囲及び委託先の選定は適切か。 Ａ Ａ 

報 告 再委託の計画及び契約書等について市へ提出しているか。 Ａ Ａ 

履行確認 再委託業務の履行確認は適切に行われているか。 Ａ Ａ 

４ 運営協力体制に関する基準  

協力体制 関係機関、団体、住民等と十分な連携が図られているか。 Ａ Ａ 

５ 安全管理・危機管理に関する基準 

平常時 保守点検、巡視等は適切に行われているか。 Ａ Ａ 

体制整備 
危機管理計画及び危機管理マニュアル等は整備されているか。 Ａ Ａ 

非常時の連絡体制は確立されているか。 Ａ Ａ 

事故災害対

応 
事故・災害等発生時は市へ直ちに報告され、適切に対処したか。 Ａ Ａ 

損害賠償 第三者への損害賠償は適切に行われているか。 Ａ Ａ 

保険加入 必要な保険に加入し、その範囲は適正か。 Ａ Ａ 

６ 個人情報保護・情報公開・情報管理に関する基準 

守秘義務 業務上知り得た秘密を他人に漏らしていないか。 Ａ Ａ 

個人情報保

護 
個人情報保護条例に基づき、適切に処理されているか。 Ａ Ａ 

情報公開 
情報公開条例に基づき、適切に処理されているか。 Ａ Ａ 

総合的かつ積極的な情報公開の推進が図られているか。 Ａ Ａ 

情報管理 
情報管理計画及び情報管理マニュアル等は整備されているか。 Ａ Ａ 

情報セキュリティ（コンピュータウィルス対策等）は万全か。 Ａ Ａ 

７ 事業計画及び事業報告に関する基準 

書類提出 事業計画及び事業報告は規定どおりに提出されているか。 Ａ Ａ 
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事業計画及び事業報告の内容に虚偽及び重大な誤りはないか。 Ａ Ａ 

８ 連絡調整に関する基準 

連絡会議 市との連絡会議を適宜行い、十分な調整は図られているか。 Ａ Ａ 

 

 

［意見記述欄］業務点検 

指定管理者 協定に基づき、適正な管理運営を心掛けて遂行しています。 

市 
協定に基づき、適正な管理・運営がなされていると思います。今後も基準に沿って円滑

な運営を維持していただきたいと思います。 
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②利用状況等分析 

 

 
前年度 

実績値 

今年度 

計画値 

今年度 

実績値 

対前年度比 

（％） 

対計画値比 

（％） 

延べ利用者数（人） 5,221 5,280 5,079 97.3 96.2 

実利用者数（人） 23 24 22 95.7 91.7 

稼働率（％） 98.9 100 96.2 － － 

利用料金収入（円） 55,200 55,000 13,800 25.0 25.1 

減免件数（件） 1 1 1 100 100 

 

［意見記述欄］利用状況等分析 

指定管理者 

実利用者数は年度途中で病気療養中に死亡されたため、23名から 22名になっています。 

体調不良等で欠席する方が数名おり、延べ利用人数・稼働率とも前年度より下がってい 

ます。実利用者数を増やし、稼働率 100％を維持できるように努力します。 

市 
事情により稼働率は下がっていますが、高い状態を維持しており、順調な運営がなされ

ていたと思います。今後も引き続き堅実な運営をしていただきたいと思います。 
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③経営分析 

 

経営分析指標 
前年度 

実績値 

今年度 

計画値 

今年度 

実績値 

対前年度比 

（％） 

対計画値比 

（％） 

収入（円） 47,003,513 48,000,000 47,450,212 101.0 98.9 

支出（円） 34,920,607 35,000,000 38,031,824 108.9 108.7 

収支（円） 

〈収入－支出〉 
12,082,906 13,000,000 9,418,388 77.9 72.4 

利用料金比率（％） 

〈利用料金収入／収入〉 
0.11 0.1 0.03 － － 

人件費比率（％） 

〈人件費／支出〉 
65.5 65 68.4 － － 

再委託費比率（％） 

〈再委託費合計／支出〉 
1.9 2 2 － － 

利用者当たり管理コスト（円） 

（支出／延べ利用者数） 
6,688 6,000 7,488 112.0 124.8 

利用者当たり市負担コスト（円）

（委託料／延べ利用者数） 
0 0 0 0 0 

 

［意見記述欄］経営分析 

指定管理者 

延べ利用者数は減っていますが、就労支援事業収益が増えたことと、地域生活支援事業

の収入を入れた為に収入が増えています。非常勤職員を 1 名増員したために人件費支出

が増えています。今後は就労支援事業収益を増やすとともに、契約者を増やし、稼働率

を上げ、安定した経営を目指します。 

市 

就労支援事業収益が増え、堅実な経営がなされていると思います。人件費率は上がって 

いますが、今後も適切な人員配置をしていただき、安定した経営を継続してほしいと思

います。 
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④業務実施状況確認 

 

【単年度計画】 

事業計画・目標 実施状況・効果 

工賃の増加 

今年度の 1人当たりの月額平均工賃は 25,443円 

で、昨年度よりも若干上がっています。外注作業

を中心に行っていますが、企業の事情で受注量が

安定しないため、新規受注先の開拓が急務です。 

清掃業務や洗車業務、手作り品販売などにもこれ

まで以上に力を入れ、工賃アップに努めていきま

す。 

利用者自治会の運営 

任期を 1 年とし全利用者による選挙で役員を選出

しました。 

（役員：会長 1名・副会長 2名・書記 1名） 

利用者が自発的に意見をだし、利用者同士協力し

合いながら、活動していけるようにサポートして

います。 

余暇活動の充実 

音楽・スポーツ・折り紙の活動を定期的に実施し

ています。音楽は年間を通して練習し、スマイル

コンサートに出演しました。スポーツはマラソ

ン・フライングディスク大会などに出場しました。

折り紙はボランティアの助けを借りて制作し、障

害者作品展に出品しました。仕事への活力となっ

ていますので、今後も充実させていきます。 

家族との連携 

家族懇談会を年 3回実施しました。 

日々の様子は連絡ノートにてお知らせしていま

す。個人面談やアンケート調査も実施しています。 

必要に応じて家庭訪問も実施しています。 

 

【中・長期計画】 

事業計画・目標 実施状況・効果 

稼働率の増加 

H29年度稼働率は 96.2％。契約者は 22名。 

稼働率を上げるために契約者を 25 名程度まで増

やしたいと考えています。将来的に多機能型に移

行し、稼働率アップに努めます。 

地域生活支援事業 

・障害者一時介護事業 

・日中日帰りショートステイ事業 

・特別支援学校等日中活動体験事業 

障害者一時介護事業とサテライトサービスを組み

合わせたパーソナルサポート事業の運営を実施

し、利用者の地域活動を支援しました。またより

身近で使いやすいサービスとしてサテライトサー
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ビス単独でも実施しました。 

・障害者一時介護事業…利用延べ回数 49回 

・日中日帰りショートステイ事業 

          …利用延べ日数 0回 

・特別支援学校等日中活動体験事業 

          …利用延べ日数 7日 

・サテライトサービス事業 

          …利用延べ回数 213回 

第三者委員による苦情受付 

2 ヶ月に一度、第三者委員が来所し利用者の話を

聞きました。主な内容は雑談ですが、利用者から

の苦情・要望があった場合は、その都度解決する

ようにしました。第三者委員が家族懇談会に参加

し、保護者との意見交換も実施しました。大きな

苦情はあがっていません。 

 

［意見記述欄］業務実施状況確認 

指定管理者 概ね計画通り遂行出来ていると考えます。 

市 
計画通り事業を遂行できていると思います。昨年度より工賃はアップしており、今後も

安定した運営を継続していただきたいと思います。 
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⑤利用者満足度調査報告 

 

実施方法等 年度末にアンケート調査を実施しました。 

回答数等 アンケート用紙を 20件に配布し、12件の回答を頂きました。 

実施結果 
次年度よりも多く回答を頂きました。皆様にご回答いただけるように、アンケート内容

を工夫するなど、検討したいと思います。 

 

回答者の意見等 対応策等 

作業については良い評価を沢山いただきました。 
新しい作業の開拓を積極的に行います。 

工賃向上に努めます。 

余暇活動については楽しんでいるという意見を多

くいただきました。 
今後も継続し、新しい活動も模索します。 

行事については概ね良い評価を頂きました。日帰

りバス旅行をもっと増やしてほしいという意見を

頂きました。 

今後、検討します。 

職員の対応については概ね良い評価をいただきま

したが、男性職員を増員してほしいという意見を

頂きました。 

今後も職員の資質向上に努めていくとともに、新

規職員採用も努力します。 

将来の事に関する不安について。グループホーム

の開設を希望する意見がありました。 
法人事業として検討していきたいと思います。 

 

［意見記述欄］利用者満足度調査報告 

指定管理者 

全体的に良い評価を受けていますが、それに満足することなくより良い支援が提供でき 

る様に努力していきます。工賃向上・事業の新規展開など、今後も利用者の意見を積極 

的に取り入れながら、より良い支援に心掛けていきます。 

市 
利用者満足度調査の結果は良好と思います。今後も高い満足度が得られるよう、施設運

営に努めていただきたいと思います。 
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⑥総合評価 

 

［意見記述欄］総合評価（平成 29年度） 

指定管理者 

概ね順調に事業は遂行されています。外注の仕事が不安定になってきましたので、工賃 

向上の為に新しい仕事の開拓に努めていきます。余暇活動についても皆さんが楽しめる 

ものを企画していきたいと思います。 

市 

稼働率は高く、工賃もアップしており、利用者の満足度は高いです。今後も利用者が安

心してサービスを受けられるよう、地域に根付いた施設運営をしていただきたいと思い

ます。 
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別記様式２ 

年度モニタリング〔第三者（利用団体等）評価〕 

（平成 29年度） 

 

施設名称 南部よもぎの園 

評価者・団体 南部よもぎの園 家族会 

 

業務点検シート 

 

評 価 説 明 

Ｓ（優良） 適格に実施され、特に優れた成果が認められる。 

Ａ（適格） 適格に実施されている。 

Ｂ（概ね適格） 適格に実施されているが、改善の余地がある。 

Ｃ（要改善） 適格に実施されておらず、ただちに改善する必要がある。 

－（該当なし） 該当する事例がない。または、評価することができない。 

 

Ⅰ 業務に関する基準 

 

１ 基本事項 

区 分 評価項目 評価欄 

開所時間 開所時間が厳守され、速やかに業務が開始されているか。 Ａ 

管理範囲 管理範囲が厳守され、利用者を妨げることはないか。 Ａ 

利用制限 正当な理由なく利用者の利用を制限していないか。 Ａ 

 

２ 維持管理業務に関する基準 

区 分 評価項目 評価欄 

清 掃 
屋内・屋外ともに美観が維持されているか。 Ａ 

清掃は利用者の妨げにならない時間帯に行っているか。 Ａ 

環境衛生 快適に利用できる環境になっているか。 Ａ 

景観維持 屋外の景観が維持されているか。 Ａ 

備品管理 
利用に支障をきたす状態のまま放置されていないか。 Ａ 

不足している物品はないか。 Ａ 

修 繕 利用に支障をきたす状態のまま放置されていないか。 Ａ 

安全点検 施設内・施設外に危険箇所はないか。 Ａ 
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３ 施設運営業務に関する基準 

区 分 評価項目 評価欄 

利用手続 使用許可や利用料金徴収の手続きは適正に行われ、迅速かつ円滑か。 Ａ 

利用料金 

徴収 
利用料金の額、支払方法、減免基準等について、周知は十分か。 Ａ 

広報活動 

利用者への掲示物・案内等はわかりやすく用意されているか。 Ａ 

各種広報活動により利用者への周知が図られているか。 Ａ 

Webサイトは利用しやすく、適宜更新されているか。 Ａ 

意見等 

受付 

意見・要望・苦情等の受付手段及び機会は適切か。 Ａ 

受け付けた意見・要望・苦情等を記録し、改善に努めているか。 Ａ 

相談業務 相談事業の利用方法について周知は十分か。 Ａ 

企画事業 企画事業の内容、実施回数、参加費の額は適切か。 Ａ 

 

Ⅱ 運営体制・組織に関する基準 

 

１ 実施体制に関する基準 

区 分 評価項目 評価欄 

人員配置 業務主任担当者及びスタッフの人員配置は適切か。 Ａ 

接 遇 

職員（スタッフ）は名札及び清潔な服装を着用しているか。 Ａ 

職員（スタッフ）のあいさつが徹底され、親切・丁寧な対応がなされてい

るか。 
Ａ 

 

２ 運営協力体制に関する基準 

区 分 評価項目 評価欄 

協力体制 関係機関、団体、住民等と十分な連携が図られているか。 Ａ 

 

総合評価 

 

［意見記述欄］総合評価 

業務に関する基準・運営体制・組織に関する基準等、概ね適格に運営されております。 

今後も各基準を順守し、さらにより良い「園」運営を行う様、お願い申し上げます。 

 



NO 点検項目 結果○× ＮＯ 点検項目 結果○×

次のような時間がある場合、労働時間として算定
している〈労基32条〉
ａ　交替制勤務における引継ぎ時間
ｂ　業務報告書等の作成時間
ｃ　仕事の打合せ、会議等の時間
ｄ　参加が義務付けられている行事や研修等
ｅ　出張先から次の出張先までの移動に必要な時
間

労働時間は、タイムカードや適正な自己申告など
に基づき、適正に把握している〈労基32条〉
[把握方法：　　　　　　　　　　　　　　　　]

7 ○

8 ○

10

この労働条件チェックリストは、使用者が事業場における労働基準関係法令等の遵守状況を自ら点検し、自主的な改善を図るためのものです。点
検の結果、×印の項目は改善が必要です。また、点検項目に該当しない場合は、点検結果欄に、斜線（／）を引いてください。（注：労基＝労働
基準法、労安＝労働安全衛生法、最賃＝最低賃金法）

常時使用する労働者が10人以上なので、就業規則
を作成し、労働者代表の意見書を添付して、労働
基準監督署に届け出ている〈労基89条〉
【裏面1参照】
※常時使用する労働者が10人未満であっても作成
することが望ましい

1 ○

パートタイム労働者等正社員以外の労働者を使用
しているので、これに適用する就業規則を作成
し、労働者代表の意見書を添付して、労働基準監
督署に届け出ている〈労基89条〉

○2

賃金は通貨で、直接労働者に（同意に基づき金融
機関への振込も可）毎月1回以上、定期に全額（税
金・社会保険料や賃金控除の労使協定に定めるも
のは控除可）を支払っている〈労基24条〉

13 ○

○

すべての労働時間について最低賃金額以上の時間
給を支払っている〈最賃4条〉

労働者名簿・賃金台帳を作成し、保存している
〈労基107条、108条、109条〉

20 /

就業規則を変更した場合は、1と同様に労働基準監
督署に届け出ている〈労基89条〉

3

労働者を雇い入れる際、賃金・労働時間等の労働
条件について、労働条件通知書、労働契約書、就
業規則などの書面で明示している〈労基15条〉
【裏面2参照】
※シフト制等により、実際の労働日や労働時間が
労働契約締結の際に確定しない労働者にも、労働
日の決め方等を明示している【裏面2参照】

4 ○
労働者を会社の都合により休業（自宅待機等）さ
せた場合、平均賃金の60％以上の休業手当を支
払っている〈労基26条〉

有期労働契約の労働者には、労働契約の期間、更
新の有無、更新がある場合の判断基準などを明示
している　　　　　　【裏面2参照】

5 /

所定労働時間は、週40時間、1日8時間以内として
いる〈労基32条〉
※1ヵ月以内の期間の労働時間を平均し、週40時間
以内とする場合は、その月の開始前に労働者各人
に勤務表（シフト表）を示すなどして通知してい
る

6 ○

16 /

【労働条件チェックリスト】

健康診断の結果を労働者に通知し、有所見者に対
しては医師の意見を聞くなどの事後措置を実施し
ている〈労安66条の5、66条の6〉

25 ○

18 ○

19

雇い入れの際、及び1年以内ごとに1回（深夜業従
事者には6ヵ月ごとに1回）、定期的に労働者に対
し健康診断を実施している（労安66条）

24 ○
時間外労働・休日労働は、あらかじめ労働者代表
と締結し、労働基準監督署に届け出た労使協定の
範囲内で行わせている〈労基32条、35条、36条〉

/

14 ○

法定労働時間を超える時間外労働、休日労働及び
深夜労働をさせたときは、それぞれ25％（※）、
35％、及び25％以上の割増賃金を支払っている
〈労基37条〉                    ※月60時間を
超えた時間外労働については50％以上です（中小
企業には猶予措置あり）

15

○

パートタイム労働者を含むすべての労働者に法定
の年次有給休暇を与えている〈労基39条〉17 ○

常時50人以上の労働者を使用しているので、産業
医・衛生管理者を選任し、労働基準監督署に届け
出た上で、必要な職務を行わせている〈労安12
条、13条〉

常時50人以上の労働者を使用しているので、衛生
委員会を毎月開催している〈労安18条〉

○

○

労働災害防止のため腰痛予防対策や交通労働災害
防止対策等に取り組んでいる23 ○

/

労働者の安全と健康の確保のため、安全衛生教育
を実施している〈労安59条〉22

労働基準法・労働安全衛生法の要旨や就業規則、
労使協定等を職場に備え付けるなどの方法により
労働者に周知している〈労基106条、労安101条）

27 ○

働きやすい職場にするため、労働者からの仕事に
関することや悩みごとなどを相談できる体制を整
備している

常時10人以上50人未満の労働者を使用しているの
で、衛生推進者を選任し、必要な職務を行わせて
いる〈労安12条の2〉

21

11

12

9

◇点検実施年度：平成２９年度

◇施設名：  南部よもぎの園

26

○

9の労使協定は、「時間外労働の限度に関する基
準」（厚生労働省告示）の範囲内で締結している
【裏面3参照】

休憩は、就業規則で定めた時間に、確実に取得さ
せている〈労基34条〉 ○
休日は、毎週1回または4週を通じて4回以上与えて
いる〈労基35条〉※「夜勤明け」の日は休日には
該当しません

○

○


